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令和５年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・  延 長 ・ その他 ） 

No 9 府 省 庁 名  農林水産省・復興庁    

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税   不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
農用地利用集積等促進計画に基づき取得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置の延長 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25年法律第 101号。以下「機構法」という。）に基づく農用

地利用集積等促進計画は、農地中間管理機構が農用地等の権利の設定・移転について所有権等を有する者全

員の同意を得て、農業委員会等の意見を聴いた上で作成し、都道府県知事の認可・公告により、農用地等の

権利の設定・移転の効果が生じる。 

また、福島復興再生特別措置法（平成 24年法律第 25号。以下「福島特措法」という。）において、原子力

被災１２市町村の営農再開及び農地集積を促進する観点から、従来市町村が作成していた農業経営基盤強化

促進法の農用地利用集積計画について、各市町村長に代わり福島県知事が農用地利用集積等促進計画を作成

できるよう措置。 

 

 

 

・特例措置の内容 

機構法又は福島特措法に基づく農用地利用集積等促進計画によって農用地区域内の土地を取得した場合の

不動産取得税の課税標準の算定については、①取得土地が農用地区域内にある場合は、取得土地価格の 1/3

相当額を控除、②農用地区域内にある土地の交換による取得の場合は、交換により失った土地価格と取得土

地価格の 1/3相当額のいずれか多い額を控除する特例措置が講じられる。 

 

 

 

 

 

 

関係条文 

 

 地方税法附則第１１条第１項 

 

 

減収 

見込額 

［初年度］   ―   （   ▲59  ）  ［平年度］   ―   （   ▲59  ） 

［改正増減収額］    ―                        （単位：百万円） 
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要望理由 

（１）政策目的 

担い手への農地集積・集約化と農地の確保 

 

（２）施策の必要性 

①  農林水産省では、令和３年５月 25日の「人・農地など関連施策の見直しについて（取りまとめ）」

において、農地の貸借を促進するルートは、農地バンクを経由する手法を軸とするなど、地域の農地

について、地域が目指すべき将来の具体的な農地利用の姿（目標地図）の実現に向けた賃借等を、強

力に促進する措置を講ずることを公表したところである。 

②  この方向性に基づき、令和４年５月に成立した、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第 56号）において、 

ア 人・農地プランを法定化（地域計画）し、地域の話し合いにより、目指すべき将来の農地利用の

姿を明確化し、 

イ 地域内外から受け手を幅広く確保し、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めていく 

こととしている。 

③  本改正に伴い、地域計画の実現等に資するため、農地バンクが地域の農用地等の大宗を積極的に引

き受け、一元的に配分できるよう、農用地利用集積計画・農用地利用配分計画を統合し、農用地の利

用権設定等や、農作業の受委託も対象とした「農用地利用集積等促進計画」が創設された。 

④  農用地利用集積等促進計画は、機構法に基づき意欲ある農業者に対する農地の利用集積を促進する

ことにより、効率的かつ安定的な農業経営を育成していくという政策効果を有するものである。今後

とも農地の集約化等を進める意欲ある担い手の農業経営の発展を支援していくために、農用地利用集

積等促進計画による農地取得の際の費用負担を軽減する本特例措置を引き続き継続していく必要が

ある。 

⑤  意欲ある担い手に対する農地の利用集積については、各種法令等にて次のとおり規定等されてい

る。 

ア 食料・農業・農村基本法 

第二十一条 

国は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造

を確立するため、営農の類型及び地域の特性に応じ、農業生産の基盤の整備の推進、農業経営の規模の拡

大その他農業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。 

第二十三条 

国は、国内の農業生産に必要な農地の確保及びその有効利用を図るため、農地として利用すべき土地の

農業上の利用の確保、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積、農地の効率的な

利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 

イ 食料・農業・農村基本計画（令和２年３月 31日閣議決定） 

「農業構造の展望」における望ましい農業構造の姿として、担い手への農地集積が８割であることを明

記。 

ウ 農業経営基盤強化促進法第 31条 

国及び都道府県は、この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のた

めに必要な助言、指導、資金の融通のあっせん、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。 

エ 日本再興戦略（平成 25 年6月14 日閣議決定） 

今後10年間で、全農地面積の８割が、「担い手」によって利用され、産業界の努力も反映して担い手の

コメの生産コストを現状全国平均比４割削減し、法人経営体数を５万法人とする。 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

― 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

《大目標》 

食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、農業の多面的機能の発揮、森

林の保続培養と森林生産力の増進、水産資源の適切な保存・管理等を通じ、国民生活の安定向

上と国民経済の健全な発展を図る。 

《中目標》 

農業の持続的な発展 

《政策分野》 
担い手への農地集積・集約化と農地の確保 

 

政策の 

達成目標 

 

今後 10年間で、全農地面積の８割が、「担い手」によって利用される。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

２年間延長 

同上の期間中

の達成目標 

 

担い手の利用する農地面積の割合を８割（現状は約６割）に拡大していく。 

 

政策目標の 

達成状況 

 

令和４年３月末における担い手への農地集積率は 58.9%となっている。 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 
(令和５年度見込み) 

適用件数：13,845件 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 
令和５年度の農地の有償所有権移転見込件数（約 49千件）のうち、農用地利用集積等促進計

画における有償所有権移転見込件数（約 14千件）の占める割合は約３割となる見込み。 
また、令和５年度の農用地利用集積等促進計画による有償所有権移転見込件数（約 14千件）

のうち、本特例措置の適用となる件数は約 13.8千件となる見込みであり、農用地利用集積等促

進計画による農用地の円滑な権利移動を促し、日本再興戦略（平成 25年６月 14日）に掲げる

目標達成に寄与する。 

※ 令和５年度の見込みは、平成 29年度～令和元年度の実績から推計。 

 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

農用地利用集積等促進計画により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減

（登録免許税） 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

農地中間管理機構が行う農地買入等に要する借入資金に係る利子助成（農地中間管理機構事

業の令和４年度予算額 35億円の内数） 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

担い手が利用する面積が全農地の８割となるよう農地集積を推進する。 

農地中間管理機構の農地取得に伴う負担軽減を図り、担い手の円滑な農地取得を実現するた

めに、予算上の措置は農地中間管理機構に対して買入資金に係る利子を助成し、税制は担い手

が農地を取得する場合の不動産取得税を軽減するという役割分担となっている。 
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要望の措置の 

妥当性 

 

農地を取得する場合には、その購入に多額の資金が必要となることに加え、登記手数料や各

種租税公課等により相当の費用負担が生じる中、その税負担を軽減することは、農地取得を促

進するためのインセンティブとなるものであり、また、税制措置は、毎年の予算額に左右され

る補助事業に比べて、適用期限内であれば確実に適用できるため、農業者が安心して規模拡大

等に取り組むことができることから、手段として的確かつ有効なものである。 

なお、本特例措置の適用対象は、機構法に基づく農用地利用地利用集積等促進計画の場合は、

農地中間管理機構が作成し、都道府県知事が認可・公告する公的な計画に基づく土地の譲渡で

あり、福島特措法に基づく農用地利用集積等促進計画の場合は、福島県知事が作成及び公告を

行う公的な計画に基づく土地の譲渡である。 

また、農用地としての利用が確保される農用地区域内の土地に限定しており、政策目標達成

のために必要最小限の措置となっている。 

 

 

 



  9  5 
 

 

税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

適用実績 

区  分 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

件  数 12,766 13,404 13,637 13,934 15,396 

減税額（百万円） 58 55 57 57 68 
 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

① 適用総額の種類 

課税標準（不動産の価格）  

 

② 適用実績 

区  分 30年度 元年度 ２年度 

適用総額（千円） 1,888,909 1,905,958 2,255,834 
 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 

令和元年度の農地の有償所有権移転件数（49,132件）のうち農用地利用集積計画による移転

件数（14,728件）の占める割合は約３割となっており、農用地利用集積計画による有償所有権

移転件数（14,728件）のうち、約９割（13,934件）が本特例措置の適用対象となっている。 

※有償所有権移転件数は、「令和元年 農地の権利移動・借賃等調査」により算出。 

特に、北海道のように、農地の売買価格が収益還元価格に近い地域においては、売買による

担い手への農地の集積・集約化が定着しており、担い手による農地の購入ニーズがあるものの、

直ぐに資金を確保できない場合など、農地を譲渡したい離農者等から一旦機構が買入れ、その

後担い手に売り渡す形で集積することができる。 

従来の個々の要望に応じた農用地利用集積計画による相対の権利設定を重ねても予定調和的

に集約化等を実現することは困難であることから、地域計画の実現等に資するため、今般の基

盤法等改正に伴い、農地バンクが地域の農用地等の大宗を積極的に引き受け、一元的に配分す

るための農用地利用集積等促進計画を創設したところ。これは、担い手への更なる農地の集約

化等に寄与するものであり、担い手の農地取得の際の費用負担を軽減することができる本措置

は手段として有効である。 

 

前回要望時の 

達成目標 

 

今後 10年間で、全農地面積の８割が「担い手」によって利用される。 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

令和４年３月末における担い手による農地の利用面積は約 256万 ha、全耕地面積（約 435万

ha）に占める割合は約６割（58.9%）にとどまっている。今後も税制措置や予算措置等のあらゆ

る手段を活用して目標達成を図る必要がある。 

 

これまでの要望経緯 

 

昭和 56年に特例措置が認められて以来、２年ごとに適用期限の延長を要望 

令和３年 福島特措法の農用地利用集積等促進計画に基づくものについて所要の措置 

令和４年 農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、機構法の農用地利用集積等促進計画に

基づくものについて所要の措置 
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「復興・創生期間」後における東日本大震災からの 

復興の基本方針の変更について（抄） 

（令和３年３月９日 閣議決定） 

 

１． 復興の基本姿勢及び各分野における取組 

（２）原子力災害被災地域 

⑥ 事業者・農林漁業者の再建 

 

・ 農業分野では、農地・農業用施設等の整備、農業用機械・家畜の導入、鳥獣

被害対策などこれまで行ってきた被災農業者への支援を継続し、引き続き営農

再開を促進する。 

また、特に原子力災害被災12 市町村における営農再開の加速化に向けては、

担い手の確保が課題となっていることから、外部からの参入も含め地域農業の

担い手を確保しつつ、大規模で労働生産性の著しく高い農業経営が実現される

よう、福島復興再生特別措置法の改正による農地集積の特例措置や課税の特例

措置等も活用した農地の大区画化・利用集積や６次産業化施設の整備の促進、

市町村を越えて広域的に生産・加工等が一体となった高付加価値生産を展開す

る産地の創出を図る。加えて、被災地方公共団体への人的支援を継続する。 

この他、ICT 等の先端技術を活用したスマート農業を推進するとともに、農

地の放射性物質の吸収抑制対策や、ため池等の農業水利施設の放射性物質対策

等について、放射性物質の分布・蓄積状況や影響を踏まえ、引き続き支援を実

施する。あわせて、大学や研究機関、民間企業等が連携し、酒類等被災地域に

根付く農林水産・食品産業の活性化に資する研究開発を推進する。 
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令和４年度復興庁政策評価実施計画（抄） 

（令和４年３月 30日内閣総理大臣決定） 

 

政策評価体系（令和４年度） 

政策 施策 

復興施策の推進 （１）復興支援に係る施策の推進 

（２）原子力災害からの復興に係る施策の推進 

（３）被災者の住宅再建の支援に係る施策の推進 

（４）「新しい東北」の創造に係る施策の推進 

（５）東日本大震災からの復興に係る施策の推進 

（（１）～（４）に掲げるものを除く。） 

 

 


